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は じ め に 

 
原子力災害から住民の皆さんの生活を守るためには、東京電力ホールディングス株式会

社柏崎刈羽原子力発電所（以下、施設を示す場合は「発電所」、事業者を示す場合は「原子

力事業者」という。）の安全性が確保されることが最重要の課題です。また、福島第一原子

力発電所事故の教訓からは、たとえ安全確保が充実されたとしても、それを超える不測の事

態に備えなければならないことも明らかとなりました。 

そこで、十日町市は、万が一原子力災害が発生した場合にも、迅速・適切な災害対応にあ

たることを目指し、「十日町市地域防災計画（原子力災害対策編）」を作成しました。 

この計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、十日町市防災会議が作成する計画

であり、十日町市の防災対策について、住民、事業所等及び市、県その他防災関係機関の責

務、役割等を定めるものです。 

計画の策定にあたっては、東京電力ホールディングス株式会社福島原子力第一発電所事

故や、新潟県中越大震災、豪雪、土砂災害等の課題を踏まえるとともに、平成 24年９月に

発足した原子力規制委員会の最新の原子力防災の検討状況を踏まえ、以下の３点を計画の

基本方針としました。 

 
計画の基本方針 

 
１ 過去に発生した原子力災害又は事故の検証結果を反映した計画とすること 
２ 原子力災害の初動の対応は屋内退避を原則とし、万が一、避難を余儀なくされた場合

においても、風向きや発電所からの距離等を考慮した段階的な避難を実施するなど、

具体的な避難手順を整備すること 
３ 全国屈指の豪雪地帯である十日町市の自然条件に鑑み、積雪期の原子力災害にも備え

た対策に配慮すること 
 
これらの方針に基づき、防災対策の充実・強化を目指すためには、市の取り組みとともに、

一人一人の住民や事業所、各種団体等が、日頃から万が一の原子力災害にも備え、対応でき

る体制を整え、地域においてお互いが助け合い、協力し合うことが重要です。 
震災や雪害、土砂災害等と同様に、原子力災害においても「自らの身の安全は自分で守

る。」、「自分たちの地域の安全は自分たちで守る。」ことが災害による被害を最小限に抑え、

早期に災害を克服することにつながります。 
このような考え方と視点に立って、住民の理解と協力を得ながら、防災関係機関がそれぞ

れ持つ役割と責務を果たし、安全で安心な都市整備の実現に向けて取り組みます。 
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